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第 3章　海をめぐる無形の資本
マダガスカルの漁村から資源管理論を問い直す

飯田　　卓
国立民族学博物館

漁撈をめぐる近年の人類学的研究では，資源管理が大きな課題のひとつとされてきた。しかし，
資源管理体制の確立を急ぐあまり，漁業者の培ってきた技術や知識の継続・反復をおろそかにし
てはならない。なぜなら，これらの技術・知識は，漁業をめぐる状況の変化に対処するための手
段すなわち「無形の資本」となりうるからである。本論ではこのことを論ずるため，マダガスカ
ルにおけるヴェズの漁業者たちに着目した。それによって明らかになったのは，資源管理の枠組
みにとらわれない自由な漁撈活動をつうじて，彼らが漁業の繁栄を享受してきたことである。自
由な漁撈活動は，漁業者たちのもつ技術や知識にあらたな要素を付加し，資源枯渇による窮状を
打開してきた。したがって，資源の持続と同様に，あるいはそれ以上に，「無形の資本」の持続
を人類学の課題とすべきであろう。

1. はじめに
2. ヴェズ在来の漁場利用
3. ヴェズによる漁場利用の問題点
―漁場の区画と意思決定主体

4. 自由な漁撈活動が切り拓いた生活
5. 継続と反復が生みだすあらたな実践
6. 結論

キーワード：無形の資本，漁撈における革新，資源管理，ヴェズ，マダガスカル

1. はじめに

漁撈をめぐる人類学的研究では，1980 年代頃より，海洋資源の管理という問題をと
くに大きくとりあげてきた（秋道／岸上 2002; 岸上 2003; Kishigami and Savelle 2005;
飯田 2008: 5–8, 244–247）。当初の議論においては，海産物の商品化にともなって枯渇
した水産資源を回復するため，小規模漁業者がローカルな場で培ってきた慣行を活か
すことが模索された。その過程で明らかにされたのは，多くの資源が各種の漁場保有
慣行にもとづいて利用されていること，そして，それらの慣行が往々にして無秩序な
資源利用を制限していることである（Johannes 1978; Ruddle and Akimichi 1984; Berkes

1985; Cordell 1989; Smith and Wishnie 2000）。また，こうした慣行や経験則にもとづく
「共同体に根ざした資源管理（community-based resource management）」は，複雑な
要因によって非線形的に変動する資源を低コストかつ適正に管理できるので，いわゆ
る科学的管理よりすぐれているとも指摘された（Acheson and Wilson 1996; Wilson 

2002 も参照）。
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このように資源維持の観点から有用な慣行は，どこの地域にも存在するわけではな
い。漁業者の数や密度が少ないため結果的に資源が維持されてきた地域も，少なくな
いのである。このため，研究が進展するにつれ，あらたな資源管理の枠組みを創出す
ることが大きな課題として浮上してきた。筆者もまた，あらたな枠組みによる資源問
題の解決を，大筋において肯定する。
しかし，資源管理に有用な枠組みを確立しようと急ぐあまり，既存の慣行や漁撈活
動を軽視してはならない。本章ではこのことを示すため，マダガスカル南西部におい
ておこなった調査にもとづき，漁業者の培ってきた技術や知識の重要性について論ず
る。これらいわば無形の資本は，水産資源とともに維持し，漁業をめぐる状況の変化
に対処するための手段として維持していくべきである。けっして，水産資源のほうが
無形の資本よりも重要だとは言いきれない。このことは，これまでの資源管理論にお
いてあまり重視されてこなかった。そうした欠落に対して注意を喚起するのが，本章
の目的である。
第 2節ではまず，漁業者が実際にどのような漁場利用をおこなっているかを概観す
る。続く第 3節では，資源管理論の観点からみてその漁場利用がどのような問題点を
含んでいるかを示す。第 4節では，地域の実情に即した資源管理論を展開するため，
調査地域における漁業の発展の経緯をふり返る。そして，資源管理をむずかしくする
といわれる越境行為が漁業者の自由な活動をかえって刺激し，現在における漁業の繁
栄をもたらしたことを示す。このことにより，越境を制限するような資源管理論にお
いて，漁業振興のためのある種の条件が軽視されてきたことを示す。第 5節では，資
源管理の議論から離れて，あたらしい漁撈を生みだす自由な活動を広く概観する。そ
して，たゆまぬ漁撈活動が培った技術や知識など，無形の資本があたらしい漁撈活動
に結びつくことを指摘し，豊富な水産「資源」のみならず無形「資本」の蓄積をはか
る配慮が漁業政策に求められることを論じる。最後に，資源管理の議論にたち返り，
これまでの議論が「資本」を軽視しすぎてきたこと，それにもとづく「資源」保全の
枠組みが「資本」の育成を阻みかねないことを指摘する。
望ましい資源管理の枠組みがどのようなものであるか，本章でじゅうぶん論ずるこ
とはできないが，そうした枠組みが備えるべき条件のひとつとして，「資源」と「資本」
の両立が不可欠であることを示す。

2. ヴェズ在来の漁場利用

調査をおこなったマダガスカル南西部のアンパシラヴァ村には，ヴェズという人び
とが居住している。この人びとは，漁撈を主たる生業としている。ヴェズという呼称
は，民族名としても用いられるいっぽう，すぐれた漁師に対しての尊称という側面も
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もっている（Koechlin 1975; Astuti 1995; 飯田 2008）。ヴェズの人びとが，いかに漁撈
とむすびついた暮らしをたててきたかがうかがえよう。
ヴェズ漁民は，さまざまな漁法を時代に応じて採用してきており，個々の漁法につ
いて操業者どうしの内規を細かく定めてこなかった。いっぽう，利用する漁場の範囲
は，テリトリーや排他的水域というほど厳密ではないものの，村ごとに漠然と定めら
れてきた。村を中心とした半径 3kmほどの半円が，その範囲である。その理由の第
一として，漁に用いるのが手漕ぎカヌーであり，船外機や動力船は用いられないとい
う技術的制約をあげることができる。操業時間に匹敵するほど多くの時間を漁場への
往復に費やすことは，ヴェズ社会ではほとんどみられない1）。また，この半円形の範
囲では，隣村に住む漁業者もめったに見られない。マダガスカル南西海岸部では，村
落が数キロメートルの間隔をおいて分散しているためである。村によっては隣村と操
業水域が若干重なる場合もあるかもしれないが，それによって縄張り争いが生じた話
はまだ聞かない。
ヴェズの漁業者が漁をおこなうとき，手漕ぎカヌーでなく帆走カヌーを用いること
がある。これは手漕ぎカヌーよりも高速なので，これを用いてサンゴ礁の外側に出る
と，しばしば隣村のカヌーにも遭遇する。しかし，帆走カヌーの使用は，サンゴ礁の
外側で漁をする場合にかぎられるので2），サンゴ礁の内側で漁をする場合とは区別す
べきだろう。サンゴ礁外で村ごとの操業水域が互いに重複することは，ちょうど，江
戸時代の日本における漁場利用に似ている。江戸時代の日本では，利用者の多い沿岸
域では村ごとに排他的利用水域を定め，利用者の少ない沖合での操業は自由とした
（秋道 1995: 31）。もっとも日本では，沖合で実際に操業をおこなうのはごくかぎられ
た村落だけであり，ヴェズ社会の場合と若干異なる。また，日本では各村が沿岸漁場
を排他的に利用していたのに対し，ヴェズ社会では，隣り合う村の沿岸漁場がわずか
に重なる場合がある。しかし，沿岸と沖合を異なる論理で使い分け，とくに沖合の漁
場が重なり合う点で，両者の事例は共通している。
帆走カヌーは，沖合の漁に用いるだけでなく，村から村へ移動するのにも用いられ
る。したがって，海岸沿いにカヌーを走らせて他村の沿岸漁場を侵犯することも，技
術的には可能だろう。しかし，ヴェズ社会において，そのようなことは例外的といっ
てよい。近親者の住む他村に身を寄せ，その村を拠点にして沿岸で操業することはあ
るが，この場合には親族にあたる村民が同行するので，外部者が無断で漁場に立ち
入っているわけではない。私の知る例では，南方から来たよそ者が，アンパシラヴァ
村の地先で漁をしていたことがある。しかし彼らの目的は，アンパシラヴァ村民がほ

とんど捕らないミズン geba（Herklotsichthys quadrimaculatus）という小魚を捕るこ
とであり，村の寄り合いで操業許可を得ていた。
こうしてみると，サンゴ礁の外側では比較的自由な操業がおこなわれているが，内
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側では，他村の者との競合が避けられている。このことは，季節的な漁撈活動のため
におこなわれるキャンプ地選定からも，明らかだ。アンパシラヴァ村の漁業者たちが
泊まりがけで季節的に利用していた漁場は，いずれも沖合のサンゴ礁外縁に位置し，
地元漁業者の主要な漁場と重なっていない。無人島でなく本土側にもキャンプを設け
れば，水や薪の調達に苦労する必要がないはずだが，アンパシラヴァ村の漁業者は
けっしてそのようにしなかった。彼らが本土から距離を置いていたのは，本土側の漁
場がすでに地元漁業者によって利用されていたからである。
このことは，経済的な観点からも説明可能である。サンゴ礁外縁では，地元漁業者
がまれにしか訪れなかったため，豊富な資源がほとんど手つかずで保全されており，
そこを漁場として選択することは経済的にも合理的だった。しかし，それだけではな
い。漁場選択において地元漁業者との競合の回避が意図されていたことは，地元漁業
者に対するアンパシラヴァ村民の警戒心の強さからも明らかである。
たとえば，私がアンパシラヴァ村に滞在していたとき，無人島に出漁していた青年
のひとりが，急病のため村に戻ってきた。陰部が肥大化したという。彼はただちに村
の呪医に診てもらい，何者かに呪薬を盛られたのだという診断を受けた。この「何者
か」が診断の結果として特定されたのか，それとも患者の推測によって特定されたの
か聞き漏らしたが，私が噂を聞いたときには，出漁先の本土側に住む地元漁業者が犯
人に仕立てあげられていた。すなわち，ナマコによって大儲けするアンパシラヴァ村

民を妬み，地元漁業者が青年の食べ物に呪薬 aolyを混ぜたというのである。その真
偽は定かでないが，こうした解釈が現実味を帯びつつ村じゅうで語られたこと自体，
慣れない土地の者に対するアンパシラヴァ村民の警戒心を示していよう。無人島に
キャンプを設営する場合でさえそうなのだから，他村でのキャンプ漁については推し
て知るべきである。
なお，警戒の対象は，地元漁業者だけではない。別の出漁先でキャンプ生活をして
いたとき，アンパシラヴァ村の漁業者たちは，近くにキャンプを設けている他村から

の出漁者を警戒しており，私に対して，「彼らは他人（olo hafa，字義どおりには「別
の人」）だから，ものをもらって食べたりしてはいけないよ」と忠告してくれた3）。
以上から，ヴェズ社会における漁場利用の実態を次のように要約できる。あるグ
ループが利用する漁場は，明確な境界によって他のグループの漁場と区別されておら
ず，制度的にはどの海域で漁をおこなおうと自由である。しかし，こうした自由度に
もかかわらず，2つの因子が実際の漁場利用を制約している。
ひとつは，手漕ぎカヌーという移動手段である。とくに村落を拠点として出漁する
場合には，長距離航海には不向きだが操作しやすい手漕ぎカヌーが用いられるため，
利用できる漁場が大幅にかぎられる。ただし，サンゴ礁外縁では移動性の高い帆走カ
ヌーが用いられるので，沿岸漁場にみられるような漁場利用の制約はほとんどない。
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漁場利用を制約するもうひとつの因子は，呪薬など超自然的な力への恐れにともなう，
他者への恐れである。この制限要因はきわめて強くはたらくので，帆走カヌーを用い
る場合でも，新参者が参入できるような漁場は，長大な海岸線にくらべるとわずかし
かない。具体的には，親族や知人の住む村落や無人島，同じ漁獲対象をねらう競合者
のいない場所などである。競合者のいない場所や無人島は，実際にはサンゴ礁外縁に
位置することが多く，慣れない土地で沿岸漁場を利用することはほとんどできないと
いえよう。

3. ヴェズによる漁場利用の問題点―漁場の区画と意思決定主体

ヴェズ社会における漁場利用行動は，確たる規範にしたがうのではなく，他者への
恐れといった心理的な要因や，漁船の技術的な要因に大きく制約されている。こうし
た条件のもとでは，実質的な資源利用者がかぎられていても，新参者を制限する手段
がないため，将来的に資源利用が無秩序になるおそれがある（田中 2004）。つまり，
マダガスカル南西部沿岸の漁場は，村落間で利用調整がおこなわれているようにみえ
ようとも，漁場を管理するという意識が芽生えているとはいえない。したがって，潜
在的には，漁場がオープン・アクセスに転化する危険をはらんでいる（cf. Feeny et al.

1990）。
たとえば，高速で小回りのきく船外機つきボートが普及すれば，他村の操業水域に
行くことが容易になる。とりわけ，心理的な規制に守られていないサンゴ礁外縁の漁
場では，燃料代のコストに見合った利益をあげようとして漁業者たちが特定の漁場に
集中し，資源枯渇に拍車をかける可能性があろう。こうした状態が日常化すれば，沖
合漁場だけでなく，沿岸漁場の利用に関しても心理的な制約が解除され，村ごとの操
業水域がなし崩し的に侵犯されていく可能性が高い。
いっぽうで，何らかのルールや意思決定にもとづいて資源を運営するような組織は，

今のところヴェズ社会にない。しいて見つければ，村の寄り合い fi voriam-pokonolo
がそれに近いかもしれない。村で寄り合いが開かれるのは，よそ者を受け入れるとき
や，国政ないし地方選挙の候補者が各村に配当する現金を分けるときなどである。し
かし，寄り合いには裁判機能がなく，意見調整もその場かぎりのもので，長期的な将
来を見越して継続的な審議がおこなわれることもない。資源管理をおこなう主体を育
成することが，資源管理論の立場からは求められる。
このような状況においてあらたな資源管理制度を創出しようとするさい，しばしば
言及されるのが，政治学者オストロムのおこなった研究である。彼女は，資源利用者
自身による管理組織が発達するための条件として，表 1に示した項目を列挙した
（Ostrom 1992; Agrawal 2002 も参照）。国家規模での法的整備（B.2.や C.5., C.6.）と
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は別に，資源利用をおこなえる空間的範囲を定め（A.1.および A.2.），資源を利用で
きる資格者を認定する（C.1.および C.2., C.3.）ことが，「共同体に根ざした資源管理」
の大前提となっていることがわかる。
じっさい，漁場が明確な境界によって区切られていない場合，もしくは漁場の利用
者が特定できない場合，資源利用を制限するような協調行動（collective action）がと
れないため，実効的な資源保全の達成はむずかしいといわれる（Ostrom 1990: 91）。
逆に境界が明確でありさえすれば，協調行動がみられなくとも，インフォーマルな制
裁が侵入者に対して加えられ，結果としてある程度まで資源保全が達成されることが
ある。漁撈人類学者のアチスンが合衆国メイン州のオマールエビ漁について調査をお
こなったところ，操業者グループのテリトリーが明確な地域では，そうでない地域に
くらべてエビのサイズが大きく，資源がより望ましいかたちで保全されていた。これ
は，既得権益を守ろうとする古参者が新参者の操業を妨害し，漁獲圧の高まりを抑え
ていたからだと説明されている（Acheson 1987）。
このように，水産資源の管理においては，漁場の限定と，漁場利用主体の明確化が
欠かせない。そして，ヴェズ漁民による現在の漁場利用では，まさしくこの 2つが曖
昧なままなのである。即効を期待する資源管理論の立場に立つなら，ヴェズ社会にお
いてこの 2つの条件を整えることが急務の課題となる。

表 1　資源利用者組織（Appropriator Organization）の形成に関わる諸条件

A. 資源に関する条件
1. 規模：輸送や通信の技術にかんがみて，資源利用範囲が境界によってじゅうぶん小さく区切られてお
り，外との境界や内部の微視的環境について利用者自身が正確な知識を得られること。

2. 明確な境界：資源利用範囲の境界が明確であり，それについて利用者自身が正確な知識を得られるこ
と。

3. 資源の指標：通常の資源利用をとおして，資源の状態についての信頼できる指標が得られること。
B. 需給のバランスに関する条件
1. 稀少性：得られる資源の量がじゅうぶんに多く，個人の資源利用が他の利用者に影響することを利用
者自身が意識していること。

2. 資産構造：一部のメンバーが大きな法的権利を保持しており，組織の創成や改革にともなうコストの
大半を負担するよう動機づけられていること。

C. 利用者に関する条件
1. 規模：利用者数が少なく，意思疎通や意思決定に多大なコストがかからないこと。
2. 居住地：資源利用範囲の近くまたは内部に利用者が永続的に居住すること。
3. 同質性の度合い：自然の障壁や資源利用方式の違い，長期的な資源利用におけるリスク認知の違い，
文化的敵対，リスクにさらされる程度の著しい違い（たとえば上流の利用者と下流の利用者の違い）
などによって，利用者が分け隔てられていないこと。

4. 既存の組織：何らかの組織（極小レベルのものでよい）について，利用者たちがすでに経験を有して
いること。村の寄り合いや協同組合のように，広い目的に資する組織，ボートクラブのように，資源
利用には関わるが資源管理の責任を負っていなかった特定目的の組織などが，これにあたる。また，
同様な資源管理問題を解決するために近隣の人びとが組織を作っていた場合も，よい経験となる。

5. 所有の法的地位：資源にアクセスし，これを利用し，外部者を排除する権利を，利用者が確実に保持
できること。

6. 中央集権化の度合い：ローカルなイニシアティブの行使を中央政府が妨げないこと。

Ostrom（1992）を一部改変して作成
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4. 自由な漁撈活動が切り拓いた生活

資源管理論の成果を参照しながら，ヴェズの漁場利用の問題点と解決の見通しにつ
いて述べてきた。しかし，以上の議論は，あくまで資源の保全を最終目標としたもの
であり，ヴェズ社会における漁業の育成というより

0 0

大きな目標を考慮していない。と
くに，上段でまったく言及しなかった事実として，ヴェズ社会においては自由な漁撈
活動があらたな漁法を生み，漁業の発展につながったという事実がある。前節で提起
した漁場の限定や漁場利用主体の明確化は，ともすれば，従来どおりの漁撈活動を阻
害し，自由な漁業の展開に水をさすことになりかねない。そこで以下では，より包括
的な資源管理論を確立することを念頭におき，「自由な漁業の展開」がどのようなも
のであったかを述べておきたい。
すでに筆者は，1990 年代から 2000 年代にかけての調査にもとづき，アンパシラヴァ
村の漁家経済について詳しく報告してきた。そして，この村の漁業者が乾季になると
100km以上離れた漁場に出漁してキャンプをいとなみ，フカヒレやナマコなどの輸出
海産物によって高収入を得ていることを明らかにした。さらに，こうしたキャンプ出
漁の開始が 1980 年代の生活苦を打開し，漁業をあらためて生計の中心に位置づけた
ことも明らかにした（Iida 2005; 飯田 2008）。この事例において，自由な漁業の展開の
ようすは端的にあらわれている。
季節的なキャンプ出漁が始まった背景としてもっとも重要なのは，国家レベルの経
済自由化であろう。1990 年代以降はマダガスカル経済が海外との結びつきを強めるよ
うになり，輸出入額が大幅に増加した。また，それまでナマコの主要産地であった東
南アジア方面の漁獲減少や（田和 1995: 212–213; Akamine 2005），中国におけるナマ
コ料理の大衆化（赤嶺 2000），1980 年代なかばにおける香港でのフカヒレ価格高騰と
取引増加（鈴木 1994）などにより，中華食材となる海産物の需要が一気に高まった。
1980 年代なかばから 10 年間の経済動向は，さまざまな点において，漁業者に有利な
かたちで展開したのである。
いっぽうで，漁業者たち自身もまた，この状況に積極的に関与していった。漁撈や
航海に関する技術を彼らが積極的に駆使しなかったならば，市場における需要がいく
ら高まったとしても，マダガスカルの海産物輸出が増加することはありえなかっただ
ろう。このことは，アンパシラヴァ村民のキャンプ地のひとつであるムルンダヴァ市
の漁業者の対応をみれば明らかである。ムルンダヴァ市から日帰りできる距離には，
豊かなナマコ漁場があったにもかかわらず，ムルンダヴァ市のヴェズ漁民はほとんど
それを利用しなかった4）。この結果，アンパシラヴァ村など南方から出漁してきた漁
業者が，この漁場を盛んに利用するようになった。ナマコ漁場へのアクセス条件より
も，ナマコ採取の技術や経験が経済的成功を導いたのである。また，サメ刺網漁法の
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確立にも，漁業者が継承してきた技術や知識が生かされた。最初にサメ刺網漁をおこ
なった村民たちはサメ刺網を見たことがなかったが，小さな魚を対象とした刺網漁の
原理を流用しつつ，いっぽうで素材を工夫したり網の場所を変えたりしながら，捕獲
法を洗練させていったのである。
キャンプ出漁が盛んになる過程では，漁業者の技術や知識が他にもさまざまな場面
で活用されている。漁場の発見もその一例である。アンパシラヴァ村民が初めて北方
の漁場へ向かったとき，水先案内人はいなかった。それにもかかわらず，市場の需要
に即座に応えるかたちで出漁を敢行できた背景には，航海に関する知識を村民たちが
広く共有してきたという事実がある。物々交換のための長距離航海が途絶えた 1970
年代以降も，近隣の村への往来や漁撈のため，村民たちはカヌーを用いてきた。そし
て，世代を越えて，操船の技術や知識を伝承してきた。新しい漁場へたどり着くため
の航路開拓は，こうした実践の延長として実現したのである。
あらたな漁場開拓は，ヴェズ在来のゆるやかな漁場区画を破壊しない範囲でおこな
われた。ふつう，遠方への出漁は，他者への恐れという心理的制約がはたらくため，
めったなことでは起こらない。この事例では，潜水漁師のいない場所で潜水漁をおこ
なったり，無人島へ出漁したりすることで，他者からの妬みを可能なかぎり回避して
いる。もし，ヴェズの漁場利用がこうしたゆるやかな区画にもとづくのではなく，資
源管理論が理想とする厳密な区画にもとづくものであったならば，遠方への出漁は
まったく起こらず，漁業の発展もめざましいものにはならなかっただろう。
前節でみたように，ゆるやかな漁場区画にもとづく資源利用は，資源管理主体を曖

昧にしてしまうために資源枯渇を招きやすい。しかし，ヴェズ社会では，逆にそのこと
が自由な漁撈活動を刺激した。漁業政策にたずさわる者は，やみくもに資源を保全し
ようとするのではなく，自由な漁撈活動を保障することも視野に入れるべきであろう。
では，そうした自由な漁撈活動は，どのような条件によって可能になっているので
あろうか。ひとことで言えば，過去において蓄積した技術や知識を新たな場面で応用
することが，あらたな漁撈活動の展開につながっている。上記の例でいえば，潜水漁
の技術と刺網漁の技術，カヌー操縦の技術が，それぞれナマコ漁の開始とサメ刺網漁
の開始，新漁場の開拓につながっている。このように個人の経験として蓄積される無
形の技術や知識を，共有し継承していくことが，漁撈社会の発展においては重要であ
ろう。

5. 継続と反復が生みだすあらたな実践

過去において蓄積した技術や知識を新たな場面で応用することは，キャンプ出漁に
かぎらない。1997 年から 2003 年にかけてアンパシラヴァ村に普及した技術は，いず
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れも，そうした技術や知識の蓄積にもとづいている。この時期に導入された銛銃や，
イカ釣り用餌木に関して，そのことをみてみよう。

1998 年初めの調査時には，若年男性が中心となって，村民はさかんに銛銃（basim-
pia，字義どおりには「魚の銃」）を自作していた（図 1）。モデルになった銛銃は，お
もにヨーロッパから来たダイバーたちが持ち込んだものだといわれる。村民が用いる
銛銃の銛は，鋼鉄製で先が尖っており，仕留めた獲物が逃げないようにカエリがつい
ている。このカエリは，スプーンやフォークの柄を利用したものである。銃身は長さ
1mあまりで，木材を削り出して猟銃のかたちに似せている。ただし，銃床は短い。
引き金を引くために指を通す穴（トリガーガード）に相当する部分もあるが，引き金
はそこにはない。銃口にあたる部分が銃身の他の部分より一段高くなっており，その
部分に穴が開いていて銛を通せるようになっている。銛は，この穴に通してから銃身
の上を沿うように置かれ，銃身の手前の部分で固定される。この固定部分は，後方に
ある木片を倒すと，テコの原理によって外れるようになっている。このときに銛が前

図 1　漁師の自作する銛銃
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方に発射するよう，銃口の下方に備え付けられたゴムひも（ゴムタイヤを削ったもの
で，直径約 1.5 cm）を後方まで引きのばし，銛の固定部分近くに掛けておく。ゴムひ
もと銛が固定できるよう，銛にはヤスリで溝が刻まれ，ゴムひもにはこの溝に合うよ
うな太さの針金が付けられている。ゴムひもの断面に針金が埋め込まれ，糸で固く
縛って固定されているのである。
手作りとしてはきわめて精巧なこの銛銃は，最初，隣のアンダヴァドゥアカ村の少
年によって製作されたといわれる。その真偽は確認していないが，すくなくとも，製
作に必要な技巧がすべてアンパシラヴァ村民によって洗練されたわけではない。しか
し，銛銃の製作は，またたく間に村の若者たちのあいだに広まった（写真 1）。その背
景のひとつとしては，銛銃を用いることで潜水漁の効率向上が見込まれたということ
がある。潜水漁の対象はそれまで，動きの緩慢なイセエビやタコ，ナマコが主な対象
であった。魚も捕獲されていたが，敏捷な動きを捕らえるためには，至近距離まで近
づかなければならなかった。ところが銛銃を用いれば，射程範囲が格段に広がり，魚
を捕らえるチャンスも多くなる。このため，1998 年には，潜水漁をおこなう多くの若
者たちが，イセエビやタコ，ナマコでなく，もっぱら魚類だけを海から持ち帰ってい
た。このようなことは，それまでの調査時にみられなかったことである。漁獲対象は
キンチャクダイ科やニザダイ科の魚などで，いずれも大型のものが多かった。魚のよ
く集まるサンゴ礁が漁場になっていたと思われる。銛銃は，ヤスを用いたそれまでの
潜水漁を，大幅に改良したのである。

写真 1　若者たちのあいだに広まった銛銃
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また，銛銃が急速に普及した背景としては，若者たちの工作技能が秀でていたこと
も無視できない。アンパシラヴァ村の男児たちは，カヌー製作の過程で廃棄された木
片を利用し，カヌーの模型を作って遊ぶことが少なくない（写真 2）。このため，刃物
の基本的な使い方は，子どものうちにすでに習得しているのがふつうである。斧一丁
でカヌーの部品をきめ細かく整形する場合には，こうした経験が生かされているよう
に思えるが，同じことは，銛銃の製作についてもいえる。銛銃製作者たちのうち，実
際にカヌー製作で中心的役割をはたしたことのある者は少数だったが，多くの者が幼
少時からそれを模倣し，やや長じてからカヌー製作を手伝った経験をもっていた。銛
銃普及の背景には，潜水漁の実践のほか，カヌー製作の経験をとおして蓄積された工
作技巧を指摘できるのである。

いっぽう，イカ釣り用の餌木ないし擬餌針（vintañ-angisy，字義どおりには「イカ
の釣針」）の利用は，2002 年に急速に普及した。イカは従来，捕獲しても自家消費す
る以外に利用方法がなかったが，アンパシラヴァ村の北方2kmの位置にホテルがオー
プンした 2000 年以降，ツーリストむけの料理としてイカが買いあげられるようになっ
た。価格は 5,000FMG/kgである。また，2002 年には，5km離れたアンダヴァドゥア
カ村の沖合に冷凍貨物船が停泊し，海産物を買いあげるようになった。買いあげ品目
のリストにはイカが含まれており，2003 年初め時点の価格は 5,000FMG/kgであった。

写真 2　カヌーの模型を作って遊ぶ子ども
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流通手段の制限のためにほとんど捕獲されていなかったイカは，資源量が豊富なため，
一躍漁業者たちの注目を浴びることになった5）。
一部の者たちは，小魚用のまき網にイカの群れを追い込んで，これを捕獲するとい
う。しかし，2003 年の調査時に私が観察できたのは，餌木（図 2）を用いた釣り漁だ
けであった。イカ釣り用の餌木は冷凍船によって持ち込まれ，イカ釣り奨励のため販
売もされていた。価格は 10,000FMG/kgである。しかしこの餌木は，無動力のカヌー
とともに用いるには不適だった。イカをおびき寄せるためには，餌木を曳いたり手
繰ったりして活餌のように動かさなければならないが，冷凍船で売られていた餌木は
本体が重く，モーターボートなみの高速でなければ沈んでしまうのである。
そこで漁業者たちは，売られている餌木の針の部分だけを外し，プラスチック製の
本体を捨ててしまう。そして，木片から本体をあらたに自作し，針の部分を結合させ
てカヌーでの釣りに用いていた（写真 3）。木片を削ったあとに白色のペンキで着色す
るのは，月夜でもイカに見えやすくするためだという。製作者によっては，ガラス片
や金属片の目玉を餌木に嵌め込むが，これも，目立ちやすくするための工夫である。
実際に釣りをおこなうときは，餌木はナイロン糸に結びつける。竿を用いない手釣
りである。釣りに適するのは月夜で，月が翳るとイカはとれない。視認によって狙い
を定め，それをめがけて餌木を投げ込む。やみくもに餌木を曳きまわすと，大きい魚
が餌木を持っていってしまうという。餌木を投げ込むときには投錨せず，カヌーを漕
いだり糸を手繰ったりしながら餌木を泳がせ，イカが食いつくようにする。
2003 年秋の調査時，多い日には 10隻以上のカヌーが出漁してイカ釣りをおこない，
まれではあるが 10kg以上もの水揚げをあげる者もいた。アンパシラヴァ村では既婚
男性が 50人あまりしかいないことを考えるなら，イカ釣り漁は急速に普及したといっ
てよい。その背景には，豊富かつ高価な資源を捕獲して現金収入を増やそうというプ

図 2　イカ釣り用の餌木
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ラグマティックな動機があろう。しかし，それだけではない。商品価値のなかったイ
カの習性に関して知識を持ち， 木工の技巧を普段から磨いておくという準備がなけれ
ば，イカ釣り漁の急速な普及はありえなかった。

6. 結　論

このように，アンパシラヴァ村の漁撈は，今なお革新を続けている。その背景には，
今なお豊饒な海洋環境と海産物流通の整備があるが，それと同時に，漁業者たちが海
で蓄積してきた経験や，経済の変化に対する漁業者自身の積極的な関与といった人的
要因も無視できない。この条件を軽視して，資源管理や流通整備といった一部の局面
だけをみて政策を進めていくのであれば，漁業全体の発展を大局的に阻害することに
なりかねない。
ヴェズ社会の例でいえば，現行のゆるやかな漁場区画を尊重しつつ，状況に応じて
漁場利用を調整していくことがもっとも現実的な方策だと思われる。けっして，厳密
な漁場区画を設定したり，それをお仕着せのグループに管理させたりしてはならない。
参加型資源管理という名のもとに，資源利用者の範囲を政策担当者が決めることの

写真 3　カヌーでの釣りに用いる餌木の製作
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問題は，すでにいくつかの側面から指摘されてきた。たとえば，ヨーロッパの共有地
囲い込みによって生じた非権益者排除は，「コモンズの悲劇」になぞらえて「コモナー
（庶民）の悲劇」と呼ばれているが（McCay 1987），これは既存の社会資本を逓減さ
せる契機になると指摘されている（佐藤 2002）。また，メンバー選別の問題は，アフ
リカ地域の資源管理においてとくに深刻である。たとえばベリーは，資源を管理すべ
き「ローカル」の定義をめぐり，さまざまな背景をもつ人びとが当事者として名乗り
をあげる事例をいくつも列挙している（Berry 2004）。このような事例では，資源をめ
ぐる利害関係が混乱し，プロジェクト全体の失敗につながる可能性が大きい。ヴェズ
社会においても，このような資源管理主体の創設には慎重になる必要があろう。
また，ヴェズ社会のダイナミズムが自由な移動に保障されてきたことにも，注意す
る必要がある。ヴェズ漁民にとって，海岸沿いの移動は，空隙の漁場やフロンティア
であらたな生活を始めるための契機であった。もっとも顕著な例は，1990 年代のナマ
コ潜水漁とサメ刺網漁の漁場開拓であるが，そのほかにも，1920 年代から 40 年代に
かけての移住や，1970 年代から 80 年代にかけての季節的イセエビ漁，1980 年以降に
おける近隣の無人島への季節的移動など，枚挙にいとまがない。
本論で強調したかったのは，資源管理をやめてしまえということではない。漁業を
おこなう環境と関わる「資源」とともに，漁業をおこなう主体のもつ技術や知識といっ
た無形の「資本」に着目し，ともに維持していく方向で漁業を考えていくべきではな
いか。そのことを提案したかったのである。これらの資本を個人において継続的に蓄
積し，地域社会内部で共有し，世代を超えて継承していけば，あらたな事態に直面し
たときに役立つ可能性がある。
じっさい，1980 年代の資源枯渇の後では，ヴェズ社会において無形の資本が最大限
に活用され，生活を切り拓く契機となった。資本だけに着目し，資源を軽視するべき
ではないかもしれないが，資源を持続させるかわりに，あらたな資源利用を開発して
いくための条件（資本）を持続させるという選択肢もありうる。
ヴェズ漁民にとって，頭や体に内在化された技術や知識は，海での生活を切り拓く
資本であり，創造力の源泉である。水族資源でも所得でもなく，資源を所得に転換す
るための技術や知識こそ，社会全体の潜在力として第一に重要である。所得が乏しく
とも，あるいは逆に資源が乏しくなろうとも，漁民の技術や知識の創造性が維持され
ていれば，あらたな可能性を開きうる。このように，状況の変化に対応する手段のマ
トリクスとして6），技術や知識を評価するべきである。人びとの技術や知識といった
経験を絶やさないようにして，漁民の文化的な創造力を確保すること。それを目指す
ことは，漁民の将来を模索するうえでの第一歩となるのではないだろうか。
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付　記
本稿は，拙著『海を生きる技術と知識の民族誌』（飯田 2008）の論点のひとつを要
約しつつ論じたものである。本稿の一部は，同書の一部と重複する。現地調査にあ
たっては，同書で言及した科研費のほか，文部科学省科学研究費補助金 基盤研究 C

「会話と手話の相互行為に基づくマダガスカル言語文化の共通構造と差異の比較研究」
（課題番号 19401041. 研究代表者 深澤秀夫）の資金を使わせていただいた。なお，本
稿の問題意識をさらに発展させた議論は，本稿より先に出版された（飯田 2010）。

注
1） 例外としては，ウミガメ漁があげられよう。この漁では，ウミガメと遭遇するために，広い
範囲が手漕ぎカヌーによって探索される。また，季節的に遠隔地で漁をおこなう場合には，
沖合に遠く離れたサンゴ礁まで時間をかけて行くことがある（飯田 2008: 52–73）。

2） 調査をおこなったアンパシラヴァ村よりも南方のヴェズの人びとは，サンゴ礁の内側で漁を
する際に，小さめの帆をかけてカヌーを帆走させることが多い。このため，アンパシラヴァ
村の例に比べれば，複数の村の漁場の重なりが大きいように思われる。こうした状況におけ
る漁場利用調整の問題は，今後明らかにすべき点である。いっぽう，他村（隣村よりも遠い
村）の漁業者を避けようとする傾向は，南方のヴェズにおいてもみられるので，本章の議論
は南方のヴェズについてもあてはまる。

3） マダガスカルにおいては，日常的に接触しない他者がしばしば邪術者とみなされる（深澤
1988）。

4） 「ムルンダヴァ市の漁民はナマコを採らないのか」とアンパシラヴァ村民に尋ねると，次の
ような答えが得られる。「採らない。彼らは海に潜るすべを知らない」，「ヴェズにも得手不
得手がある。われわれは潜りのヴェズだがムルンダヴァ市の人びとは釣りのヴェズだ」。河
口近くに位置するムルンダヴァ市の周囲には，潜水漁の漁場となるサンゴ礁がみられない。
ムルンダヴァ市の漁業者たちは，沖合 30kmの漁場で慣れない漁法を始めるよりも，沿岸で
漁をおこなったり賃金労働に従事したり，あるいは沿岸漁で身につけた技法を沖合で応用し
たりすることを好むようである（飯田 2002）。

5） 筆者は，1995 年に村民への手土産として数点の餌木を村に持ち込んだことがあったが，子ど
ものアクセサリーに流用されてしまった。コミュニケーション能力が不十分なため，筆者が
使用法を詳しく説明できなかったのもその一因であるが，それ以上に，そもそもイカ釣りに
関心が持たれていなかったのである。

6） 害獣にも獲物にもなりうるホッキョクグマに出会ったさいにイヌイトの人びとが対処してき
た経験の蓄積を，大村（2007: 83）は次のように表現している。「このようにイヌイトにとっ
て生業が，野生動物を資源化するために打つ手

0

を社会的に共有しながら日々磨き上げ，その
手
0

を繰り出す自らの努力によって生活世界を築き上げてゆく実践であるならば，イヌイトに
とって自らの身体のあり方こそ，生活世界を生成するために生態的に構築され，社会的に共
有される資源であるということになる」。変化する状況から行為者の利益を引き出すうえで，
技術や知識が社会的に共有されていることは重要であろう。その媒介として身体がはたす役
割については，ヴェズの事例についても別稿で考察したい。
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